
宿直受領印

宿直印は届出名称、届出日にかからない位置に押してください。

※届出により効力が生ずるので、届出年月日
を必ず記入してもらいます。

※日中連絡できる
連絡先を記入して
もらってください。

⇑１８歳以上の方ならどなたでもＯＫ．
自署していただき、印は任意ですのであってもなくてもよいです。

⇐※協議離婚以外の場合は、添付書類が必要です。
　必要書類は離婚の種別により異なります。

※１８歳未満のお子さんがいる場合
は、親権をとる方に子の氏名記入。

※1～6の該当する箇所にチェック

✓
✓

※届出時点で同居中であれば（7）別居したとき
（8）別居する前の住所は空欄でＯＫ

佐　藤 太　郎

さとう たろう さとう はなこ

佐　藤 花　子

8 10 20 10 8 10

大分県臼杵市大字臼杵

110

佐藤　太郎

大分県臼杵市大字臼杵

110

佐藤　太郎

大分県臼杵市大字臼杵 110

佐藤　太一

佐藤　政子 長

山田　正

鈴木　良子 二

佐藤　治良

10 7 4

大分県臼杵市大字海添

72

山田　正

42 10 25

大分県臼杵市大字望月

700 の1

大分県臼杵市大字臼杵

110

大分県津久見市大字千怒

14

※１８歳未満の
お子さんがいる
場合は、チェッ
クしてください。

⇐

※現在の氏を使い続けたい場合は、別紙
（７７条の2）届出が必要です。

佐藤　太郎 佐藤　花子

⇓それぞれ自署していただきます。印は任意ですのであってもなくてもよいです。

✓

大分県津久見市大字千怒 14
山田　正
やまだ　ただし

※婚姻前の本籍または新本籍の番地記入

※住所異動は、離婚届で
はできません。住所異動
が必要な場合は、窓口
開庁時間に来庁いただ
き、住所異動届の手続き
を行ってください。
異動届の預かりはできま
せん。

佐藤　太郎

※（２）の本籍が臼杵市外の方は戸籍謄本（全部事項証明書）が必要ですが、ない場合は
　後日持参してもらうこと、その場合戸籍記載処理が遅れることを伝えてください。
　届書提出日に戸籍がなくても受領はできます。

✓

4 5 25

佐藤　優、佐藤　翔

✓

✓
✓

2 1

記入例


